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おおの地域まちづくり協議会 会則 

 

 （名称） 

第１条 本会は、おおの地域まちづくり協議会（以下「本会」という。）と称する。 

 

 （区域） 

第２条 本会の活動の対象とする区域は、金沢町会、南金沢町会、西金沢町会、南信用町町会、

片岡町会、東片岡町会、南片岡町会、若宮町会、大野前田町会、大野町会、若木町会、安田町

会、細越町会、大野山下町会、大野ニュータウン町会の区域とする。 

 

 （目的） 

第３条 本会は、地域住民・団体の参画と、相互の交流・連携・協働により、地域力を最大限に

発揮できる、豊かで活力ある住みよい地域をつくることを目的とする。 

 

 （活動） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。 

(1) 地域の課題解決に関すること。 

(2) 地域資源の利活用に関すること。 

(3) その他本会の目的を達するために必要な事項。 

 

 （会員） 

第５条 本会の会員は、第２条に掲げる区域内を活動範囲とする町会及び各種活動団体並びに同

区域内に居住する住民、企業等のうち、本会に入会の登録をしたものをいう。 

 

 （事務所） 

第６条 本会の事務所は、代表者の自宅に置く。 

 

 （役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会長   １名 

(2) 副会長  ２名 

(3) 常任理事 ５名 

(4) 理事   若干名 

(5) 事務局長 １名 

(6) 事務局次長 1名 

(7) 会計   １名 

(8) 監事   ２名 

２ 役員は、総会において、会員の中から互選により選任する。 

３ 監事は、他の役員を兼ねることはできない。 

４ 必要に応じて、本会に顧問及び相談役を置くことができる。 
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 （役員等の任務） 

第８条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、会長があらか

じめ指名した順序によって、その任務を代行する。 

３ 常任理事は、会務の執行及び事業の総括に当たる。 

４ 理事は、理事会に参画し、重要事項を審議し議決する。 

５ 事務局長は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 文書の収受、発送、記録等会務の処理。 

(2) 第１０条第１項で設置する運営委員会の統括。 

６ 事務局次長は、事務局長を補佐する。 

７ 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。 

８ 監事は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 本会の会計を監査すること。 

(2) 会計について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 

９ 顧問及び相談役は、会務に関する重要な事項について、会長の求めに応じ意見を述べる。 

 

 （役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （運営委員会） 

第１０条 本会に運営委員会を置くことができる。 

２ 運営委員は、役員又は会員の中から会長が選任する。 

３ 運営委員会は、本会の事業実施計画の作成、事業運営及び広報活動を行う。 

４ 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （会議の種類） 

第１１条 本会の会議は、総会、常任理事会及び理事会とする。 

２ 総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。 

 

 （会議の開催） 

第１２条 通常総会は、年１回開催する。 

２ 臨時総会は、次に掲げるときに、会長が招集する。 

 (1) 会長が必要と認めたとき。 

 (2) 会員の２分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

３ 会長は、総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示

し、会員に通知しなければならない。 

４ 常任理事会及び理事会は、必要に応じ、会長が招集する。 
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 （会議の構成） 

第１３条 総会は、会員をもって構成する。 

２ 常任理事会は、会長、副会長、常任理事、事務局長、事務局次長、会計、相談役及び顧問を

もって構成する。 

３ 理事会は、監事を除く役員をもって構成する。 

 

 （議長） 

第１４条 会議の議長は、会長がこれに当たる。 

 

 （総会の権能） 

第１５条 総会は、次に掲げる事項を審議し議決する。 

 (1) 地域計画の策定、改廃に関する事項 

 (2) 事業計画及び予算に関する事項 

 (3) 事業報告及び決算に関する事項 

 (4) 役員の選任に関する事項 

 (5) 会則の改正に関する事項 

 (6) その他本会の運営に関する重要事項 

 

 （総会の定足数） 

第１６条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情で出席で

きない者は、委任状の提出により出席者の数に参入することができる。この場合において、受

任者の特定がないときは会議の長に委任したものとみなす。 

 

 （総会の議決） 

第１７条 総会における議事は、本会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

 （総会の会議概要） 

第１８条 総会の会議については、次の事項を記載した議案書を作成するものとする。 

 (1) 日時及び開催場所 

 (2) 参加者数（代理及び委任状提出者を含む） 

 (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

 (4) 議事の審議の経過の概要及びその結果 

 

 （常任理事会及び権能） 

第１９条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事、事務局長、事務局次長、その他必要な役員

をもって組織し、次に掲げる事項を審議し議決する。 

 (1) 総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 
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２ 前項に掲げる事項については、理事会の議決を経なければならない。 

 

（理事会及び権能） 

第２０条 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事、事務局長、事務局次長、その他必要な役

員をもって組織し、次に掲げる事項について、常任理事会の義を踏まえ審議し、議決しなけれ

ばならない。 

 (1) 総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

 （常任委員会及び理事会の定足数等） 

第２１条 常任委員会及び理事会には、第１６条及び第１７条の規定を準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「総会」とあるのは「常任委員会及び理事会」と、「会員」とあるのは「役

員」と読み替えるものとする。 

 

 （会計） 

第２２条 本会の運営に関する経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。 

 

 （会計年度） 

第２３条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 （解散） 

第２４条 本会が、総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の４分の３以上の承認を得なけ

ればならない。 

 

 （残余財産の処分） 

第２５条 本会の解散のときに有する残余財産処分方法は、総会において会員の４分の３以上の

議決を得て決定する。 

 

 （会計監査） 

第２６条 会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。 

 

 （細則） 

第２７条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則等に関しては、会長が別に定

める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この会則は、平成２９年１２月１９日から施行する。 

 

 （役員の任期） 

２ 平成２９年１２月１９日開催の総会において決議された役員の任期は、第９条の規定にかか

わらず、平成２９年１２月１９日から平成３０年度通常総会までとする。 

 

 （会計年度） 

３ 平成２９年度の会計年度は、第２３条の規定にかかわらず、平成２９年１２月１９日から 

平成３０年３月３１日までとする。 

 

平成２９年１２月１９日 


